
質
問
一

い
わ
ゆ
る
財
務
４
表
の
作
成

公
表
に
よ
る
成
果
と
課
題
は
。

二

財
務
諸
表
を
ど
の
よ
う
に
行
財
政

運
営
に
活
用
し
て
い
る
か
。

三

基
準
モ
デ
ル
と
総
務
省
方
式
改
定

モ
デ
ル
の
長
所
と
短
所
は
。
ま
た
、
本

市
が
総
務
省
方
式
改
定
モ
デ
ル
を
採
用

し
て
い
る
理
由
は
。

四

本
市
の
資
産
台
帳
の
整
備
は
。

五

公
会
計
制
度
の
改
革
を
進
め
る
た

め
の
対
応
は
。

六

複
式
簿
記
・
発
生
主
義
に
よ
る
公

会
計
制
度
へ
の
移
行
に
対
す
る
見
解
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

全
自
治
体
が
財
務

４
表
の
作
成
に
取
り
組
む
べ
き
と
さ
れ

た
こ
と
は
評
価
で
き
る
。課
題
は
、制
度

的
に
ま
だ
完
成
の
域
に
な
く
、
制
度
と

作
成
手
法
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

い
ま
だ
活
用
し
き
れ
て
い
な
い
。

三

長
所
は
そ
れ
ぞ
れ
、
固
定
資
産
を

す
べ
て
網
羅
で
き
る
こ
と
と
導
入
時
の

事
務
負
担
が
少
な
い
こ
と
。
短
所
は
そ

れ
ぞ
れ
、
ば
く
大
な
事
務
負
担
が
必
要

な
こ
と
と
実
際
の
資
産
の
公
正
価
格
と

の
相
違
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

採
用
理
由
は
、
過
去
の
財
務
書
類
作

成
の
経
緯
と
、
少
な
い
事
務
負
担
、
経

費
負
担
で
作
成
で
き
る
た
め
で
あ
る
。

四

完
成
に
は
、
ま
だ
期
間
を
要
す
る
。

五

適
宜
必
要
に
応
じ
た
研
修
を
実
施

し
て
い
く
。

六

今
後
の
地
方
公
会
計
基
準
の
動
き

を
注
視
し
、
研
究
検
討
を
進
め
て
い
く
。

質
問
一

ま
ち
づ
く
り
計
画
及
び
整
備

計
画
方
針
に
つ
い
て
。

二

整
備
計
画
の
問
題
と
課
題
は
。

三

整
備
計
画
の
今
後
の
見
通
し
は
。

四

道
路
の
拡
幅
に
つ
い
て
。

五

（
仮
称
）
一
本
松
地
区
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
の
状
況
に
つ
い
て
。

六

市
役
所
の
担
当
組
織
に
つ
い
て
。

七

踏
切
の
拡
幅
等
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

地
区
施
設
道
路
等

の
整
備
及
び
土
地
利
用
の
規
制
、
誘
導

等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
住
環
境
の
改
善

を
図
り
、
区
画
整
理
区
域
と
一
体
的
か

つ
良
好
な
市
街
地
の
形
成
を
図
る
。

下
水
道
や
地
区
施
設
道
路
等
を
整
備

し
、
平
成
３１
年
度
ま
で
に
終
了
し
た
い
。

二

税
の
特
例
を
受
け
る
関
係
等
か
ら
、

で
き
る
だ
け
路
線
ご
と
に
地
権
者
の
合

意
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
将
来
に
わ

た
り
継
続
的
に
協
力
を
い
た
だ
き
た
い
。

三

新
設
道
路
の
用
地
測
量
を
実
施
中
。

用
地
買
収
を
２３
年
度
か
ら
、
下
水
道
整

備
を
２６
年
度
か
ら
開
始
し
、
そ
の
後
順

次
道
路
整
備
を
行
う
。

四

各
路
線
ご
と
に
拡
幅
用
地
の
協
力

が
得
ら
れ
た
時
点
で
用
地
買
収
し
、
そ

の
後
道
路
整
備
を
行
う
。

五

協
議
会
の
設
立
に
向
け
準
備
中
。

六

地
区
整
備
計
画
区
域
の
道
路
整
備

は
道
路
建
設
課
、
全
般
的
な
事
項
は
都

市
計
画
課
が
担
当
。

七

地
区
住
民
の
安
全
を
考
え
、
拡
幅

は
し
な
い
。

一本松地区の現況

公
会
計
制
度
改
革
に
つ
い
て

公
会
計
制
度
の
研
究
検
討
を
進
め
る

五
伝
木
隆
幸

議
員

漆畑 和司 議員

一本松地区「地区計画」について

将来にわたり継続して協力をいただく
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